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令和７年第６回高松市議会定例会追加提出予定議案 

 

１ 令和７年度高松市一般会計補正予算（第６号） 

 

  現計予算額   １８７，７１２，８２０千円 

  補 正 額       ８８１，７４２千円 

  補 正 後   １８８，５９４，５６２千円 

 

２ 令和７年度高松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額    ４０，６３０，１５９千円 

  補 正 額         １，１４４千円 

  補 正 後    ４０，６３１，３０３千円 

 

３ 令和７年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   

  現計予算額    ４４，８８１，３１６千円 

  補 正 額       △１０，２０３千円 

  補  正  後    ４４，８７１，１１３千円 

 

４ 令和７年度高松市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額       １１０，９４８千円 

  補 正 額           ２２７千円 

  補 正 後       １１１，１７５千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

５ 高松市長等の給料その他給与支給条例の一部改正について 

   

  市長等の期末手当の支給割合を改定するため、改正するもの 

 (１) 令和７年１２月期の期末手当の支給割合を次のとおり改 

定するもの 

現 行              改正後 

６月期 １００分の１７２．５  →  １００分の１７２．５ 

１２月期 １００分の１７２．５  →  １００分の１７７．５（１００分の５） 

年  間 １００分の３４５    →  １００分の３５０  （１００分の５） 

 (２) 令和８年度からの期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

現 行              改正後 

６月期 １００分の１７２．５  →  １００分の１７５ （１００分の２．５） 

１２月期 １００分の１７７．５  →  １００分の１７５（△１００分の２．５） 

年  間 １００分の３５０    →  １００分の３５０ 

※７(２)エの改正内容は、市長等の期末手当についても適用されます。 

 

６ 高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

  

  高松市議会議員の期末手当の支給割合を改定するため、改正す 

るもの 

 (１) 令和７年１２月期の期末手当の支給割合を次のとおり改定 

するもの 

現 行              改正後 

６月期 １００分の１７２．５  →  １００分の１７２．５ 

１２月期 １００分の１７２．５  →  １００分の１７７．５（１００分の５） 

年  間 １００分の３４５    →  １００分の３５０  （１００分の５） 

 (２) 令和８年度からの期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

現 行              改正後 

６月期 １００分の１７２．５  →  １００分の１７５ （１００分の２．５） 

１２月期 １００分の１７７．５  →  １００分の１７５（△１００分の２．５） 

年  間 １００分の３５０    →  １００分の３５０ 

   ※７(２)エの改正内容は、議員の期末手当についても適用されます。 

 

 

 

 

公布の日から施行 
(１)はＲ７．１２．１か
ら適用 

(２)はＲ８．４．１から
施行 

公布の日から施行 
(１)はＲ７．１２．１か
ら適用 

(２)はＲ８．４．１から
施行 



３ 

７ 高松市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

  職員の給料等について人事院勧告に 

準拠して改定し、会計年度任用職員の 

給料等について職員の改定内容に鑑み 

改定し、及び人材の確保に資するよう 

諸手当を改定する等のため、改正する 

もの 

 (１) 高松市職員の給与に関する条例 

の一部改正 

   ア 給料表を引上げ改定するもの 

   イ 医療職給料表(一)の適用を受 

ける職員の職のうち、採用によ 

る欠員の補充が困難であると認 

められる職で市長が定めるもの 

に係る初任給調整手当の限度額を次のとおり改定するもの     

 現 行  改正後 

月額 ４１６，６００円 → ４１７，６００円 

   ウ 令和７年１２月期の期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

（定年前再任用短時間勤務職員以外の職員） 

現 行           改正後 

６月期 １００分の１２５  →  １００分の１２５ 

１２月期 １００分の１２５  →  １００分の１２７．５（１００分の２．５） 

年  間 １００分の２５０  →  １００分の２５２．５（１００分の２．５） 

  （定年前再任用短時間勤務職員） 

現 行           改正後 

６月期 １００分の７０   →  １００分の７０ 

１２月期 １００分の７０   →  １００分の７２．５ （１００分の２．５） 

年  間 １００分の１４０  →  １００分の１４２．５（１００分の２．５） 

 

 

 

 

 

 

 

公布の日から施行 
(１)ア・イ、(３)ア、(５)はＲ７．４．１から適用 

(１)ウ・エ、(３)イ・ウはＲ７．１２．１から適用 

(５)（令和７年１２月に期末手当の支給を受ける会
計年度任用職員（１号会計年度任用職員にあって
は、月額で報酬を定める者に限る。）又は令和７年
１２月１日において、高松市会計年度任用職員の給
与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和元年高
松市規則第３６号）第２１条第１項又は第３０条第
１項において準用する高松市職員の期末手当及び勤

勉手当支給規則（昭和４１年高松市規則第８号）第
２条各号のいずれかに該当する会計年度任用職員
（１号会計年度任用職員にあっては、月額で報酬を
定める者に限る。）を除く。）はＲ８．１．１から
施行 

(２)、(４)、(６)、はＲ８．４．１から施行 



４ 

エ 令和７年１２月期の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

（定年前再任用短時間勤務職員以外の職員） 

現 行          改正後 

６月期 １００分の１０５  →  １００分の１０５ 

１２月期 １００分の１０５  →  １００分の１０７．５（１００分の２．５） 

年  間 １００分の２１０  →  １００分の２１２．５（１００分の２．５） 

     （定年前再任用短時間勤務職員） 

現 行          改正後 

６月期 １００分の５０   →  １００分の５０ 

１２月期 １００分の５０   →  １００分の５２．５ （１００分の２．５） 

年  間 １００分の１００  →  １００分の１０２．５（１００分の２．５） 

 (２) 高松市職員の給与に関する条例の一部改正 

   ア 国の給料表に準拠して(１)アの給料表を新たな給料表へ改定するもの 

   イ 令和８年６月期以降の期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

（定年前再任用短時間勤務職員以外の職員） 

現 行           改正後 

６月期 １００分の１２５   → １００分の１２６．２５ （１００分の１．２５） 

１２月期 １００分の１２７．５ → １００分の１２６．２５（△１００分の１．２５） 

年  間 １００分の２５２．５ → １００分の２５２．５ 

（定年前再任用短時間勤務職員） 

現 行           改正後 

６月期 １００分の７０    → １００分の７１．２５  （１００分の１．２５） 

１２月期 １００分の７２．５  → １００分の７１．２５（△１００分の１．２５） 

年  間 １００分の１４２．５ → １００分の１４２．５ 

ウ 令和８年６月期以降の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

（定年前再任用短時間勤務職員以外の職員） 

現 行           改正後 

６月期 １００分の１０５   → １００分の１０６．２５ （１００分の１．２５） 

１２月期 １００分の１０７．５ → １００分の１０６．２５（△１００分の１．２５） 

年  間 １００分の２１２．５ → １００分の２１２．５ 

（定年前再任用短時間勤務職員） 

現 行           改正後 

６月期 １００分の５０    → １００分の５１．２５ （１００分の１．２５） 

１２月期 １００分の５２．５  → １００分の５１．２５（△１００分の１．２５） 

年  間 １００分の１０２．５ → １００分の１０２．５ 

    



５ 

エ 期末手当及び勤勉手当に係る管理職加算を新設し、その支給割合を１００分の８を超

えない範囲内で市長が定めることとするもの 

   オ 地域手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

 現 行  改正後 

 １００分の５ → １００分の４ 

カ 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると

認められる職で市長が定めるものに係る初任給調整手当の限度額を次のとおり改定する

もの 

 現 行  改正後 

月額 ６０，０００円 → ６５，０００円 

   キ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び同表以外

の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当する職員の昇給について

は、当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとするもの 

 (３) 高松市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正 

   ア 給料表を次のとおり引上げ改定するもの 

現 行  改正後 

号給 給料月額  号給 給料月額 

１ ３９２，０００円 → １ ４０５，０００円 

２ ４４０，０００円 → ２ ４５５，０００円 

３ ４９２，０００円 → ３ ５０８，０００円 

４ ５５５，０００円 → ４ ５７４，０００円 

５ ６３４，０００円 → ５ ６５５，０００円 

６ ７４０，０００円 → ６ ７６５，０００円 

７ ８６４，０００円 → ７ ８９３，０００円 

   イ 令和７年１２月期の期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

現 行          改正後 

６月期 １００分の９５   →  １００分の９５ 

１２月期 １００分の９５   →  １００分の９７．５ （１００分の２．５） 

年  間 １００分の１９０  →  １００分の１９２．５（１００分の２．５） 

   ウ 令和７年１２月期の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

現 行           改正後 

６月期 １００分の８７．５  →  １００分の８７．５ 

１２月期 １００分の８７．５  →  １００分の９０   （１００分の２．５） 

年  間 １００分の１７５   →  １００分の１７７．５（１００分の２．５） 

 

 

 

 



６ 

(４) 高松市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正 

   ア 令和８年６月期以降の期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

現 行           改正後 

６月期 １００分の９５    →  １００分の９６．２５ （１００分の１．２５） 

１２月期 １００分の９７．５  →  １００分の９６．２５（△１００分の１．２５） 

年  間 １００分の１９２．５ →  １００分の１９２．５ 

    

イ 令和８年６月期以降の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

現 行           改正後 

６月期 １００分の８７．５  →  １００分の８８．７５ （１００分の１．２５） 

１２月期 １００分の９０    →  １００分の８８．７５（△１００分の１．２５） 

年  間 １００分の１７７．５ →  １００分の１７７．５ 

 (５) 高松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正 

   ア 給料表を引上げ改定するもの 

 (６) 高松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正 

   ア 人事院勧告に準拠した正規職員の給料表の改正内容に鑑み新たな給料表に改定するも

の 

 

８ 高松市立学校会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について 

 

高松市立学校の会計年度任用職員の 

給料について香川県人事委員会勧告に 

鑑み改定するため、改正するもの 

 (１) 給料表を引上げ改定するもの 

    

公布の日から施行し、Ｒ７．４．１から適用 
(１)（令和７年１２月に期末手当の支給を受ける
会計年度任用職員（１号会計年度任用職員にあっ
ては、月額で報酬を定める者に限る。）又は令和
７年１２月１日において、高松市会計年度任用職
員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令
和元年高松市規則第３６号）第２１条第１項又は
第３０条第１項において準用する高松市職員の期

末手当及び勤勉手当支給規則（昭和４１年高松市
規則第８号）第２条各号のいずれかに該当する会
計年度任用職員（１号会計年度任用職員にあって
は、月額で報酬を定める者に限る。）を除く。）
はＲ８．１．１から施行 


